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第1章 環境への負荷が少ない資源循環型社会の構築

ル議定書により、フロンの生産・使用の段階的削減
が進められており、平成７（1995）年末には先進国
における特定フロンの生産及び輸出入が全廃されま
した。

我が国においても、昭和 63（1988）年にオゾン
層保護法が制定され、その後、平成 10（1998）年
に家電リサイクル法、平成 13（2001）年にフロン回
収破壊法が制定されたことで、フロンの排出抑制、回
収・破壊処理の取組が進められています。

（2）フロン回収・処理の促進
ア 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）

家庭や事務所から排出される特定家庭用機器廃
棄物について、消費者が収集・運搬及び再商品化等
の料金を負担し、小売業者は消費者から引き取り、
製造業者等へ引き渡す義務を負い、製造業者等は
再商品化等（リサイクル）する義務を果たすことを基
本とした家電リサイクル法が平成 10（1998）年度に
制定され、平成 13（2001）年４月から本格施行され
ています。
イ 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実
施の確保に関する法律（フロン回収破壊法）

業務用冷凍空調機器（第１種特定製品）及び
カーエアコン（第２種特定製品）からフロンを放
出することを禁止し、機器が廃棄される際にフロン
回収等を義務づけたフロン回収破壊法が平成 13
（2001）年６月に 制 定され、平 成 14（2002）
年４月に第１種特定製品部分が本格施行され、同
年 10 月に第２種特定製品部分が本格施行されま
した。その 後、平成 17（2005）年１月の 使 用 済
み自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサ
イクル法）の本格施行に伴い、第２種特定製品部
分については自動車リサイクル法に移行しました。 
ウ フロン回収破壊法に基づく回収業者の登録

フロン回収破壊法では、業務用冷凍空調機器か
らフロンを回収する業者（第１種フロン類回収業者）
は、都道府県知事等の登録が必要です。また、回収
したフロンを破壊する業者（フロン破壊業者）は、主
務大臣（経済産業大臣、環境大臣）の許可が必要
です。

第１種フロン類回収業者登録 651 件
（平成 22 年 4月1日現在）

に基づき、「三重県地球温暖化防止活動推進センタ
ー」を指定しています。また、地域における活動の推
進役として「地球温暖化防止活動推進員」を県内で
78 名委嘱（平成２２年 3月 31日現在）しています。

平成 13(2001) 年度から、県民に対して、無駄な
電気の使用を控えるなどの省エネ行動を促す「エコ
ポイント」事業を実施してきました。平成 17(2005)
年度からは民間事業者と連携した取組を追加し、
温暖化対策の普及・啓発を進めてきました。平成
21(2009) 年度は「エコポイント」事業に代わる新た
な県民の消費行動を絡めた県民運動の開始に向け
て検討を進めました。

さらに、県は地球温暖化対策の推進に関する法
律に基づき、平成 11（1999）年度に認証取得した
ISO14001 の取組との整合を図り、県自らの事務・
事業から排出する温室効果ガスの削減に取り組む
ため、平成 13（2001）年３月に「三重県庁地球温
暖化対策率先実行計画」を作成し、全庁的な取組
の推進と進行管理を実行しています。この結果、平
成 16(2004) 年度末までに平成２(1990) 年度比で
7.9％削減する目標に対して、平成 16(2004) 年度
実績で 7.5％削減しました。また、対象範囲等を見直
した第２次計画を平成17(2005)年10月に策定し、
より一層の取組を推進しています。

また、県内の市町等に対して地球温暖化対策の
推進に関する法律に規定する実行計画の策定を働
きかけるとともに、三重県グリーンニューディール基金
を活用して、市町が実施する地球温暖化対策に資す
る施設整備事業に対する助成を行いました。

（1）オゾン層の保護
オゾン層の破壊は、冷蔵庫やエアコンの冷媒、断

熱材の発泡剤、プリント基板の洗浄剤などとして広く
使用されてきたフロン（クロロフルオロカーボン等）が
成層圏に達してから分解し、生じた塩素原子がオゾ
ン分子を破壊するものです。オゾン層は、太陽から降
り注ぐ有害な紫外線を吸収しており、その破壊により、
ガン発生率の増加など人体への影響の他、植物の
成長抑制や水生生物への悪影響等、生態系全体へ
の影響が懸念されています。

このため、国際的には、オゾン層の保護を目的とし
たウィーン条約が締結され、これに基づくモントリオー

1−2フロン対策の推進
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